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第第２２章章  緑緑化化ののガガイイドドラライインン  

１１  基基本本的的事事項項  

屋上や壁面の緑化には前述のように様々な効果が期待できますが、その効果を

発揮することができるような緑化の方法を選択する必要があります。また、でき

るだけ良好な状態で管理していくことが望ましいのですが、緑化の方法によって

は、維持管理に手間がかかるなどの問題が生じる場合もあります。 

そのため、緑化に際しては、目的を明確にして、整備に要する費用や維持管理

についても十分考えて整備計画を作成し、緑化を進めていくことが大切です。 

  また、緑化するに当って、配慮すべきポイントとして、下表のようなことに留

意する必要があります。 

 

植物への配慮 

(1)生育環境などに適
合した植物の選定 

(2)土壌、採光、給排水、
空調などへの配慮 

(3)かん水、病虫害防除
など適正な育成 

建物への配慮 

(1)積載荷重の制約に
注意 

(2)施工時や植物の根
による建物の損傷防
止 

(3)漏水・滞水対策 

 
(1)緑化資材等の落下

防止 
(2)消火活動の場所や

避難経路の確保 
(3)日照障害の防止 
(4)かん水 ※2の周辺へ

の飛散防止、病虫害
防除※3など 

周辺への配慮 

(1) アメニティ 

安全性、機能性、快適性、バリアフリー等への配慮 
 
(2) 景観 

地域の景観の保全と周辺や建物との調和への配慮 
 
(3) ライフサイクルコストの低減 

建設コストだけではなく、維持管理コスト、廃棄処理コストまでを考慮 
 
(4) 自然環境への負荷の低減 

エネルギーの消費削減、自然エネルギーの利用、資源の有効活用、エコマテ
リアル※1の利用等自然環境への配慮 

環境への配慮 

配慮のポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1
エコマテリアル 

環境に配慮した材料のことで、優れた特性・機能を持ちながら、より少ない環境負荷で製造・

使用・リサイクル又は廃棄できる人と環境に優しい材料のことをいいます。 
※2

かん水 

樹木などの植物に水やりすることをいいます。 

※3
病虫害防除 

樹木などの植物の病虫害を未然に防ぐため、大型害虫の捕殺や薬剤の散布を行うことをいい

ます。 


